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2011年に久留米大学医学部医学科を卒業後、聖路加国際病院にて臨床研修を修

了し、2013年より外科専攻医として研鑽を積む。2016年に聖路加国際病院に対する

労働基準監督署による立ち入り調査により医師の長時間労働にメスが入った際には、

若手医師の先鋒として働き方改革を実行し、病院全体を巻き込んだ若手医師の労働時

間短縮を達成した。2017年からは同院消化器・一般外科のフェロー、2019年より医員

として診療に従事した。2020年、聖路加国際大学公衆衛生大学院（修士課程）に入学

し、2022年に公衆衛生学修士を取得。2021年より厚生労働省医政局医事課医師等

医療従事者働き方改革推進室に室長補佐として出向し、医師の働き方改革に関する政

策立案・推進に携わる。2024年に医師の働き方改革関連法の施行を見届けたのち、

聖路加国際病院一般内科（現 総合診療科）に帰任し、臨床業務を行いながら、順天堂

大学大学院医学系研究科（博士課程）に在籍し、医師の長時間労働と睡眠に関する研

究を進めている。2025年4月より、医療法人聖医会藤川病院副院長および久留米大

学学長直属特命講師に就任。家業として地域医療の最前線で臨床と医業経営に携わ

る一方、母校での臨床にも尽力している。また、医師の働き方改革や偏在対策といった

医療政策に関する講演会のため全国を回る活動も続けつつ、最近は一般社団法人日

本外科学会ブランディング委員会のメンバーとして、すべての外科学会会員にとって価値

のある学会ブランディングにも奮闘中。

藤川 葵

著者略歴

要  旨

キーワード

令和4年1月に埼玉県で発生した訪問診療医とメディカルスタッフへの猟銃による暴

力事件を契機に、ペイシェントハラスメントの認識が高まった。医療機関における暴力

は、特に精神科や救急部門で多く見られ、患者やその家族による暴力行為が医療従事

者に深刻な影響を及ぼしている。また、国民向けの周知啓発が不足しており、医療機関

と患者双方において問題の認識が重要である。近年、カスタマーハラスメントに関する

法整備が進み、厚生労働省は「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を公表する

など、ハラスメント防止に向けた対応を強化している。しかし、ペイシェントハラスメントを

防止するためには、国民の意識改革と医療機関の実証的な取り組みが不可欠である。

本稿では、ペイシェントハラスメント防止に向けた政策提言として、医療機関の対応体制

整備事業や、国民向けの周知啓発事業を提案する。また、医師の離職防止に向けた試

算に基づき、これらの施策がもたらす社会的および経済的裨益を示すことで、ペイシェン

トハラスメント対策の強化が医療現場の改善に貢献することを明らかにしたい。

ペイシェントハラスメント、カスタマーハラスメント、医師、患者、患者家族、厚生労働省、医

療機関
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令和４年１月に埼玉県において、訪問診療医とメディカルスタッフが、患者宅を訪問した際に患者からクレームを受

けるとともに、猟銃で射殺されるという事件が発生した。この事件を契機に、我が国では一般社会における「カスタ

マーハラスメント」の一種として、医療従事者が患者またはその家族から不当な行為を受ける「ペイシェントハラスメン

ト」という言葉が認知されるようになった。医師としての義務として、医師法第19条に基づく応召義務により、医療機

関は患者からハラスメント行為理由に、その患者の受診を拒否することはできないとの認識が一般的である。正確に

は応召義務は公法上の義務ではなく、あくまで概念的なものであるため、医師の治療拒否が直ちに応召義務違反と

判断されるわけではない[1]。しかしながら実際の医療現場では、医師法の応召義務の理念が念頭に置かれ、時に医

療従事者へのハラスメント行為を適切に制御できず、度を越えたペイシェントハラスメントが一部の医療従事者の離

職原因となる場合がある。

海外の文献[2]によれば、医療機関における暴力は、主に精神科部門、救急部門、診療所/待合室、老年科部門で

発生している。患者情報の不足、医療提供側の人員や設備の不足、コミュニケーションの途絶などの負の要因は、医療

サービス提供時における暴力行為のリスクを高めることが知られており、医療機関における暴力の大部分は、患者と

その家族によって、言葉の虐待、心理的暴力、身体的攻撃、性的虐待の形態で発生する。

我が国において、医療機関の職員の心身の健康と安全を守り、働きやすい職場環境の構築に向けて、ペイシェント

ハラスメントを抑止することは重要である。

令和元年６月に、労働施策総合推進法等が改正され、職場におけるパワーハラスメント防止のために雇用管理上

必要な措置を講じることが事業主の義務となった[3]。この改正を踏まえ、令和２年１月に、「事業主が職場における

優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」（令和２年厚

生労働省告示第５号）が策定され、顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為（カスタ

マーハラスメント）に関して、事業主は、相談に応じ、適切に対応するための体制の整備や被害者への配慮の取組を行

うことが望ましい旨、また、被害を防止するための取組を行うことが有効である旨が定められた[4]。

令和６年３月に厚生労働省は「令和５年度職場のハラスメントに関する実態調査」（以下、「R5ハラスメント実態調

査」という。）を公表している[5]。同調査によれば、企業が顧客等からの著しい迷惑行為を予防・解決するための取組

を進める上での課題については、医療・福祉の業種は「迷惑行為に対応する従業員等の精神的なケアが難しい」、「社

内に対応するための適切な人材がいない/不足している」、「迷惑行為に対応する際の従業員等のプライバシーの確

保が難しい」の順に課題と感じている割合が高く、これらの課題の解決は優先順位が高いと考えられる（図1）。また、

同調査では、過去３年間の顧客等からの著しい迷惑行為に関する従業員からの相談について、「医療、福祉」関連企

業のうち53.9％が「顧客等からの著しい迷惑行為に関する相談がある」と回答しており（図2）、カスタマーハラスメン

ト（ペイシェントハラスメント）が近年の医療機関における重要な課題の一つであることは間違いない。

医療機関におけるペイシェントハラスメント
抑止に関する現状とあるべき姿に向けた政策案

　 1 . 医 療 機 関 に お け る ペ イ シ ェ ン ト ハ ラ ス メ ン ト の 現 状

1-1. ペイシェントハラスメントと医療現場

1-2. カスタマーハラスメントの現状と法整備
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図1.企業が顧客等からの著しい迷惑行為の予防・解決のため実施している取組（業種別）[文献5]

図2.過去３年間の顧客等からの著しい迷惑行為に関する相談の有無（業種別）[文献5]
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厚生労働省では、令和４年に「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を公表し、企業におけるカスタマーハラス

メント対策の周知啓発を行っている[7]。また、R5ハラスメント実態調査において、顧客等からの著しい迷惑行為の判

定基準の策定のために参考にしたものとして、本マニュアルを回答した企業の割合が25.3％と最も多く（図3）、本マ

ニュアルが社会で活用され始めていることが確認された[5]。

東京都では、「東京カスタマー・ハラスメント防止条例」が令和７年４月1日より施行された[8]。この条例は、都内企

業等において、カスタマーハラスメントが深刻化している現状を鑑み、カスタマーハラスメントは、働く人の人格や尊厳

を侵害するばかりでなく、消費生活や事業者の事業継続にも関わる重大な問題であるとの認識の下、社会全体でそ

の防止を図り、カスタマーハラスメントのない公正で持続可能な社会の実現を目指すために制定された。同時に条例

内では、顧客の責務（条例主旨への理解・協力）を定めたこと、就業者や事業者（就業者の雇用主）の責務を明確にし

つつ、都として、「支援事業等に関する情報の提供」、「カスタマー・ハラスメントの防止に資する行動に関する啓発及び

教育」、「就業環境に関する相談及び助言」、「消費生活に関する相談及び助言」、「就業者の安全及び健康の確保に関

する相談及び助言等を行うこととしている。また、同条第11条第１項及び第２項の規定に基づき、カスタマー・ハラスメ

1-3. カスタマーハラスメント / ペイシェントハラスメント防止に係る行政機関等の既存の取組

図3.顧客等から著しい迷惑行為の判断基準策定において参考にしたもの[文献5]

そして、令和７年６月11日には同省の労働政策審議会等の議論を経て、多様な労働者が活躍できる就業環境の整

備を図るため、ハラスメント対策の強化、女性活躍推進法の有効期限の延長を含む女性活躍の推進、治療と仕事の

両立支援の推進等の措置を講ずるための「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の

充実等に関する法律等の一部を改正する法律」が公布された[6]。ハラスメント対策の強化として、カスタマーハラスメ

ントを防止するために、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け、国が指針を示すとともに、カスタマーハラスメン

トに起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務を明確化しているほか、職場におけるハラスメント

を行ってはならないことについて国民の規範意識を醸成するために、啓発活動を行う国の責務を定めること等が含

まれている。
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ントの防止に関する指針（ガイドライン）も策定されているほか、「啓発及び教育」について、東京都では「TOKYOノー

カスハラ支援ナビ」というポータルサイトを開設し、カスタマーハラスメントの周知啓発に取り組んでいる[9,10]。

また、新潟県は令和６年５月13日に医療機関に向けた「新潟県ペイシェントハラスメント対応指針」を独自に策定・

公表している[11] 。本指針では、まずペイシェントハラスメントを「患者・家族等からのクレーム・言動のうち、当該クレー

ム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであっ

て、当該手段・態様により、病院職員の職場環境が害されるもの」と定義している。また、ペイシェントハラスメント対策

の三本柱として組織的対応・毅然とした対応・警察介入が掲げられており（図4）、特に、複数名での対応や、担当者を

バックアップする体制の構築、警察への連絡体制の構築や警察への通報は重要な方策であると明記されている。

さらには、医療機関の多くが受審する日本医療機能評価機構における評価でも、現在の評価項目の１つに「職員

の安全衛生管理を適切に行っている」という

内容が含まれており、この評価の要素に、「ハラ

スメントへの対応」や「院内暴力対策」が含ま

れている[12]。

◉ 安心して働ける職場の実現
◉ 患者満足度の向上

毅然と対応組織的対応 警察介入

ペイハラ対策への取り組み

病院職員の
負担軽減

診療すべき
患者への注力

上述の通りペイシェントハラスメント対策は徐々に進展しているものの、現状では医療現場において十分に政策の

効果が表れているとは言い難い。

筆者自身の経験として、複数の病院で患者が自分の希望通りの治療や検査を受けられず、期待して受診した医療

機関で治療が実施されないという現実を突きつけられ、興奮状態に陥った患者が突発的に医療従事者に対して暴

言（ドアの外の周囲の人間が気づくほどの大声など）や暴力（ベッドを激しく蹴るなど）を行うケースが最も対応に苦慮

した事例であった。近年、患者がインターネット等で自己診断を行い、その結果を基に医療機関を訪れることが増えて

おり、その中には医学的に適切でない治療法を希望したり、医療機関で実施できない検査を要求したりすることもあ

る。診療経験の浅い医師は、こうした患者への対応に慣れておらず、教科書通りの説明と診療態度に終始してしまうこ

とが多く、その結果、患者の怒りを買ってしまうことがある。患者が怒り悲しむ姿を見ることは精神的なダメージが大

きいが、筆者は深夜の救急外来で、臨床研修医1年目にもかかわらず突然大声で怒鳴られる経験がその後の医師人

生において深いトラウマとなった。また、筆者はそうではなかったものの、臨床研修医の場合、今後の専門診療科選択

において、あまりそのような患者が受診しない科を選ぶ理由となることもあるだろう。昭和時代には医師は「お医者

様」と呼ばれ、そうした患者はほぼ存在しなかったと、筆者の周囲の60代以上の医師たちから聞くことがある。しか

し、平成時代以降、医師も訴訟の対象となり、こうした患者への対応方法について様々な議論が交わされ、教科書に

1-4. 医療現場における筆者の所見

図４．ペイハラ対策のイメージ[文献10]
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も対応方法が記載されるようになった。とはいえ、長時間労働や高度な医学研鑽に追われる日常の中で、実際にペイ

シェントハラスメントを受けると、立ち直るには相当な時間がかかることが多く、その過程で体調を崩す医師も少なく

ない。医師の中には辞職を選ぶ者もおり、これは現実の一部である。

現場で働く者として、正義感を持ち信念を貫いている医師が不運にもペイシェントハラスメントに遭遇した場合、そ

の立ち直りのスピードを高めるためには、医師一人で問題を抱え込むことなく、患者にも医師の気持ちに理解を示す

ような政策が有益であると考える。

上述の通り、現在はペイシェントハラスメントについてハラスメントを受ける医療提供側の関係者等のためのマニュ

アルや条例の枠組みができている段階で、内容は医療提供側の関係者には大変興味深く、ペイシェントハラスメント

対策の参考となる。一方で、ペイシェントハラスメントの当事者である国民（患者等）には周知啓発のマニュアル等が十

分に知られていない状態である。従って医療現場におけるペイシェントハラスメントを減らすには、ハラスメントをする

立場になり得る国民側も、行為の問題性を一層認識する必要がある。また、医療機関が積極的にペイシェントハラス

メントの対応が可能となるような体制を整備するのは、知識・費用の面からも困難を伴うことから、日本全国の医療

機関においてペイシェントハラスメント抑止策を効率的に展開していくためには、国民への周知啓発と医療機関にお

ける効果的な対策に関する実証が有効であると思われる。

なお、筆者は大多数の患者及びその家族がペイシェントハラスメントの実行者とはならないと認識している。そのた

め、ペイシェントハラスメントを行う可能性がある者をターゲットに絞った政策を検討すべきだという意見も承知して

いる。しかし、ペイシェントハラスメントを行う可能性がある者は、医療従事者としてある程度の予測がつく。例えば、精

神疾患を抱えている患者や、社会的に困難を抱えている患者、過去に暴力を振るったことがある患者等である。しか

し、そのような患者を明確に対象として施策を立案することは、社会的な非難を避けるために医師としては躊躇する

部分もある。なお、何が犯罪行為となり得るのかを周知することは一つの方法であるが、これも国民への周知啓発の

施策に含めるべきであると考える。また、患者と医療従事者が対立した際に第三者が介入するための政策や、特に密

室となりやすい訪問診療に対する政策案についても議論を深めるべきだが、まずは社会的意識の醸成に軸足を置

き、すでに困難に直面している医療機関を支援する内容に絞りたいと考えている。

さらには、ペイシェントハラスメントの加害者に対してしかるべき罰則を設けるべきだという意見もある。しかし、医

療機関は心身に不調を抱える患者やその家族が訪れる場所であり、彼らの行為が心身のストレスの結果であること

もある。医療従事者はその背景を理解し、加害者に対して強硬な対応を取ることに慎重になる傾向がある。したがっ

て、罰則規定を設けて徹底的に抑圧するというアプローチは、医療従事者の業務倫理と相反するためにに適切では

ない。また、ペイシェントハラスメントを受けた医療機関職員に対して適切な対応を実行しなかった医療機関の責任者

に対する罰則を設けるべきだという意見もある。しかし、これは職員の安全確保に関する課題であり、既存の労働安

全衛生法や医療法などの法律で対応可能であるため、新たな罰則規定を設ける必要はないと考えられる。

　 2 . 医 療 機 関 に お け る ペ イ シ ェ ン ト ハ ラ ス メ ン ト 抑 止 に 向 け た あ る べ き 姿
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ペイシェントハラスメントは、医療従事者の負担を増大させ、医療サービスの質を低下させる重大な問題であり、一

部の地方自治体では条例や対策が導入されているが、国民全体の認知度は低い状況にある。ペイシェントハラスメン

トの存在を広く認知させ具体的な行動変容を促すことが急務である。

このため令和５（2023）年医療施設（動態）調査・病院報告の概況[13]を基に、一日の延べ外来患者数約130万

人の半数超である国民約70万人に対してペイシェントハラスメントの存在とその問題点を2年間で周知し、医療機関

向けの実用的な対策事例を提供し、ハラスメント防止の実践を促進する事業を展開する。最終的に、ペイシェントハラ

スメントを「見える化」し、イベントを通じてペイシェントハラスメント対策のスーパーバイザーとなりえる関係者のネット

ワークを形成し、社会的な理解と予防の土壌を形成することを目的とする。表1にその事業イメージを示す。

　 3 . 政 策 提 言

3-1. 国民向けのペイシェントハラスメント周知事業 （表 1）

表1.　 3.1国民向けのペイシェントハラスメント周知事業 施策イメージ

対象とする層
①患者及びその家族（医療機関を利用するすべての国民）

②医療従事者及び医療関係者（ハラスメント対策を必要とする医療機関スタッフ）

事業内容

(1) 周知素材の制作・配布

　• 医療機関向け対策事例集 

	 ペイシェントハラスメントの事例とその対応策を具体的に紹介。 

	 マニュアル形式で実践可能な内容。

　• 国民向け周知啓発漫画 

	 ペイシェントハラスメントの問題を分かりやすく解説。 

	 家族で学べる内容を重視。

(2) マスメディアを活用した広報活動

　• テレビコマーシャル

	 ハラスメントを未然に防ぐ啓発メッセージを放送。

　• トレインチャンネルおよびタクシービジョン

	 首都圏を中心に映像での広報活動を展開。

(3) 周知イベントの実施

　• 全国主要都市で啓発イベントを開催。

	 専門家による講演や、具体的な対策を学ぶワークショップを実施。

ワークショップでは小グループによるグループディスカッションを基調とし、各グループのファシリテーター

として各地域の専門家（弁護士、医療機関事務職員、医療機関警備担当者等）を招聘。

到達率と期待効果

　• 到達率の目標

	 初年度	 : 国民28万人（到達率約40%）

	 ２年目	 : 国民70万人（到達率100%）

　• 期待される効果

	 短期的効果	 : ペイシェントハラスメントの認知率を50%以上に向上。

	 長期的効果	 : 医療従事者の働きやすい環境の改善。

		    医療サービスの質の向上。
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総事業費

年間予算: 2億円（単年1億円）

費用内訳

1　制作費

	 • 対策事例集および啓発漫画: 5,000万円

2 広告費

	 • テレビCM: 6,000万円

	 • トレインチャンネル・タクシービジョン: 4,000万円

3 イベント実施費

	 • 3,000万円

4 調査および成果測定費

	 • 2,000万円

成果測定方法

1 到達率の測定

	 • SNSおよびアンケート調査によるデータ収集。

2 認知率と行動変容率の測定

	 • 周知イベント参加者への事後調査。

	 • 医療機関でのペイシェントハラスメント報告件数の変動分析。

リスク管理

• リスク１: ターゲット層への情報到達不足

	 対策: SNSを中心に、インフルエンサーを活用した補完的な広報を実施する。

• リスク２: メディアの反発や誤解

	 対策: 事前に専門家監修を受けたコンテンツを作成する。

事業終了後の展開
• 成果データを基に、地方自治体や医療機関向けの追加支援を検討。

• 国民の意識向上が見られる場合、類似事業への応用。

医療機関において、ペイシェントハラスメントに対する「対応ルーム」の設置や録音録画等、取組を進めようとしてい

る病院への実証補助金を確立する。また、その取組を踏まえ、認証制度の枠組みを検討する調査事業を展開するこ

とが有用である。実証後は取組を実施した病院をベストプラクティスとして他病院に周知し、横展開されていくことを

促すほか、既存の医療系団体等を事務局として認証制度を遂行していく。将来的には、こうして認証された医療機関

において診療報酬の加算措置が取られる等のインセンティブが付与されることを望む。表2に想定する補助金施策

イメージを示す。

3-2.	 医療機関へのペイシェントハラスメント対策整備事業 （表 2）

表2.　 3.2　医療機関へのペイシェントハラスメント対策整備事業 施策イメージ

想定する対象 医療機関、特にペイシェントハラスメント対策を強化しようとしている100床以上の病院

事業内容

対応ルーム設置や録音録画機器の導入等を実施し、さらに対応策をマニュアル化して院内教育を実施す

る意思を持つこと。具体的には以下のペイシェントハラスメントに対応に必要な整備を求める。

• 人材

院内教育を実施することが可能なペイシェントハラスメント対応担当者の常勤人件費、事例の法的

判断等を行う弁護士・精神保健福祉士・病院警備専門家・警察ＯＢ等の非常勤人件費、を適切に支

払うこと

• 設備

ペイシェントハラスメントが発生しやすい部署（救急外来、病院会計等）での対応ルームの整備また

は既存の区画に対する改装の実施を行うこと

• 物品

ペイシェントハラスメント発生時に迅速に録音録画ができる十分数の機器を購入するこ

期間 2年間
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採択医療機関数

全国から10医療機関を採択

　• 文部科学省管轄下の国公立・私立医科大学病院	 ：　3医療機関　

　• 急性期病院（500床以上）かつ救急外来を有する病院	 ：　3医療機関

　• 地方の公的病院（300床以上）	 ：　2医療機関　

　• 療養病床を有する慢性期病院	 ：　1医療機関

　• 回復期リハビリテーション病院	 ：　1医療機関　

対象費用 対応ルーム設置費用、録音録画機器の購入費用、院内研修の実施費用、調査費用など。

補助内容

補助率：2/3を国が補助

予算総額：

2億5,000万円（(1,500-3,000万円/年) × 採択病院数(10) ＋ 事務局委託費(5,000万円/年)）

1医療機関あたり最大3,000万円を補助。

事業スキーム

国（厚生労働省）が事務局に対し定額補助金を交付→民間事業者等の事務局が採択医療機関を決定し

2/3補助額を交付→医療機関が実証を実施（→成果を調査→認証制度を検討→他病院へ周知・展開）

採択モデルケース
1.大都市圏の基幹病院	 • 患者数が多くハラスメント件数も高い病院

2.地方の中核病院	 • 地域特性に基づく対応策検証が可能となる病院

その他の工夫

● 事務局が実証結果を映像や資料にまとめ、全国で周知。

● 事務局が認証制度の評価基準案を策定。

● 厚生労働省担当者との議論を経て、しかるべき厚生労働省が開催する検討会・審議会等で事業の成

果を公表することで、将来的な診療報酬加算を視野に入れる。

厚生労働省
事務局

（民間事業者など）
採択医療機関

定額補助 2/3 補助

「国民向けのペイシェントハラスメント周知事業（ペイハラ周知事業）」の施策と併せて「医療機関へのペイシェントハ

ラスメント対策整備事業（ペイハラ対策整備事業）」を実施することで、4,600人の医師の離職防止につながり得るこ

とが試算できる。4,000人の医師による社会裨益はペイハラ周知事業とペイハラ対策整備事業の予算総額4.5億円

（ペイハラ対策整備事業を２年間実施する場合は、2.0億円（3.1 ペイハラ周知事業）＋2.5億円（3.2 ペイハラ対策整

備事業）×２年＝7.0億円）を上回ることは容易に想像し得るため、予算計上による政策裨益も担保し得る。

ここで、医師の離職防止につながる可能性のある4,600人という医師数に関する試算の内訳を示す。各調査によ

り、以下の①～④の数値が特定された。

①	 医療施設の従業員である医師は全国で327,444人 [14]

②	 医師の離職率は全国で5.1％ [15]

③	 ペイシェントハラスメントを受けたことのある医師の割合は27.6%（文献16よりペイシェントハラスメント経験

者112人を調査母数405人で除した数値）

④	 （参考）ハラスメントを受けて退職した医師数は23.1%（文献16よりペイシェントハラスメント経験者95人を調

査母数411人で除した数値）

これらを基に、ペイシェントハラスメントを受けて退職した医師数は、①×②×③＝4,609人と推計される。なお、①

×③×④＝20,876人も「ペイシェントハラスメントを受けて退職した医師数」として考え得るが、退職理由を限定してお

らず、かつ公的統計を用いた①×②×③の５倍近い数値となっているため、数値の信ぴょう性には疑問が残る。そのた

め今回は、「医師のうち何割がハラスメントを受けており、実際に離職した医師は何人か」を示す①×②×③を、導き出

したい数値として採用する。

3-3.	 各施策の政策裨益
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